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介護職員処遇改善加算の運用について 

 

 

１ 介護職員処遇改善加算の内容 

介護職員に対して収入の３％程度（月額9,000 円）の賃金改善を行う施設に対して、当

該賃金改善を行うために必要な費用を加算により補助する。 

 

２ 介護職員処遇改善加算額について 

（１）加算額（年額） 

加算額＝ 9,000円/月 × ａ × ｂ 

ａ 対象介護職員数（月平均） 

・各月の介護職員数（常勤換算）から、特定施設入居者生活介護を担当する介護

職員数（常勤換算）を除いた数を求め、それを補助対象年度の4月から2月まで

11ヶ月分合計した上で11で除した数（小数点第２位以下切捨て）。 

・新たに開設される施設が開設年度に本加算を取得する場合は、その開設する日

の属する月より当該年度末までの各月の介護職員数（常勤換算）を合計したう

えで、各月の合計数で除した数とする。ただし、開設する日の属する月の日数

が１月に満たない場合は、その月は上記計算に含めない。 

・介護職員数（常勤換算）は介護業務に従事する介護職員数で算出し、生活相談

員等は含まない。ただし、生活相談員等であっても生活相談員等の配置基準を

満たした上で別途介護業務に従事した時間は常勤換算に含めることができる。 

ｂ 当該年度における開設月数 

 ・一般入所者の入所日数が0となる月は、「開設月数」に参入しない。 

（２）介護職員数（常勤換算）算出にあたっての留意事項 

ア 「常勤換算方法」とは、当該軽費老人ホームの職員の勤務延時間数を当該軽費老

人 ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が 

32 時 間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）で除したことにより、当該軽費

老人ホームの職員の員数を常勤の職員に換算する方法をいうものである。 

イ 「勤務延時間数」とは、勤務表上、当該軽費老人ホームの職務に従事する時間と   

して明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、職員１人につき、勤務

延時間数に算入することができる時間数は、当該軽費老人ホームにおいて常勤の職



員が勤務すべき勤務時間数を上限とする。 

ウ 介護職員が他の職務に従事する場合については、時間帯を明確に区分し、他の職

務に従事した時間については、常勤換算方法における介護職員として勤務した勤務

延時間数には含めないこと。 

エ 勤務時間に残業時間は含めないこと。 

オ 特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設にあっては、特定施設入居者生 

活介護に配置される介護職員数（常勤換算）を除くこと。 

カ 軽費老人ホーム事業者が直接雇用する職員と派遣労働者（労働派遣法に基づくも 

の）について対象とし、委託先事業者に雇用されている者の数は除くこと。 

３ 賃金改善の対象（加算額配分の対象） 

本加算の対象は、山梨県軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱による補助金の交付を

受けて設置、運営される軽費老人ホームに勤務する介護職員とする。ただし、当該軽費

老人ホームにおいて、介護職員以外の職員にも介護職員処遇改善加算の原資を分配する

ことは、施設の判断で可能とする。その際、本加算が介護職員の処遇改善を行うもので

あることを十分に踏まえた上で実施するものとする。 

 

４ 賃金改善の要件 

軽費老人ホーム事業者は、加算額に相当する介護職員等（その他の職員を原資分配の

対象としている施設については、その他の職員を含む。以下同じ。）の賃金（基本給、

手当、賞与等（退職手当を除く。以下同じ））の引上げ（以下「賃金改善」という。）

を実施しなければならない。 

賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うも

のとし、この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準（賃金の高さの水準をいう。以

下同じ。）を低下させてはならない。 

原則として、軽費老人ホーム事業者が本加算を取得する場合は、取得する年度の４月

から賃金改善を実施しなければならない。ただし、就業規則等の改定に時間を要するな

ど、やむを得ない場合は令和４年４月分から令和４年度末までの間についてまとめて支

払うこととしても差し支えない。 

また、安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましく、

本加算による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、賃金改善の合計額の３分の２

以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。ただし、就業

規則等の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和４年４月分から令和４年

度末までの間については、この限りではない。 

 

５ その他 

（１）計画書の作成 



軽費老人ホーム事業者は、介護職員処遇改善計画書（以下、計画書という。）を次  

の①から⑦までに掲げる事項について、別紙様式１別表３により作成し、補助金交付

要綱第６に規定する交付の申請に添えて、知事に提出すること。 

  ①対象介護職員数（常勤換算） 

   ２（１）ａの数のことをいう。当該年度の見込人数を記入する。 

② 介護職員処遇改善加算額見込額 

２（１）加算額の見込額のことをいう。 

③ 賃金改善見込額総額 

賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込み額（当該賃金改善に伴う法定

福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。）の総額（ⅰの額からⅱの額

を差し引いた額をいう。）であって、②の額を上回る額をいう。 

ⅰ 介護職員処遇改善加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた介護職員 

とその他の職員の賃金の総額 

ⅱ 前年度の介護職員等の賃金の総額 

前年度の４月から３月までの１２か月間の、介護職員とその他の職員の賃金の

総額（介護職員処遇改善加算を取得し実施される賃金改善額及び各軽費老人ホー

ム事業者の独自の賃金改善額を除く）。なお、これにより難い合理的な理由があ

る場合には、他の適切な方法により前年度の介護職員の賃金の総額を推定するも

のとする。 

④ ベースアップ等による賃金改善の見込額等 

③のうち、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによる賃金改善に要

する見込額及び他の賃金項目による賃金改善に要する見込額であって、介護職員と

その他の職員毎の総額をいう。 

⑤ 賃金改善実施期間 

原則、加算を取得する年度の４月から３月までの開設期間をいう。 

新たに開設される施設が開設年度に本加算を取得する場合は、その開設する日の

属する月から同年度３月までの期間をいう。ただし、開設する日の属する月の日数

が１月に満たない場合は、その翌月から同年度３月までの期間とする。 

⑥ 賃金改善を行う給与の種類 

賃金改善を行う賃金項目（増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目

の種類（基本給、手当、賞与等））を選択する。 

  ⑦ 具体的な取組内容 

当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程について、可能な限

り具体的に記載する。 

（２）実績報告書の作成 

軽費老人ホーム事業者は、介護職員処遇改善実績報告書（以下、実績報告書とい



う。）を、次の①から⑤までに掲げる事項について、別紙様式４別表３により作成

し、補助金交付要綱第９に規定する実績報告に添えて、知事に提出し、５年間保存す

ることとする。 

① 対象介護職員数（常勤換算） 

② 介護職員処遇改善加算額 

③ 賃金改善の実施額 

各軽費老人ホームにおいて、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費用

（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合はその額

を含む。）の総額（ⅰの額からⅱの額を差し引いた額をいう。）であって②の額以

上の額を記載する。 

ⅰ 介護職員とその他の職員に支給した賃金の総額 

ⅱ 前年度の賃金の総額（５（１）③ⅱの額） 

④ ベースアップ等による賃金改善の実施額 

③のうち、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによる賃金改善実施

額であって、介護職員とその他の職員毎の総額をいう。 

⑤ 賃金改善実施期間 

（３）届出内容を証明する資料の保管及び提示 

介護職員処遇改善加算を取得しようとする軽費老人ホーム事業者は、計画書の提出

に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料

及び以下の書類を適切に保管し、知事から求めがあった場合には速やかに提示しなけ

ればならない。 

ア 労働基準法（昭和22 年法律第49 号）第89 条に規定する就業規則（賃金・退職

手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合にはそれらの

規程を含む。以下、就業規則等という。） 

イ 労働保険に加入していることが確認できる書類（労働保険関係成立届、労働保険

概算・確定保険料申告書等） 

（４）知事への変更の届出 

軽費老人ホーム事業者は、計画書を変更して追加交付申請等を行う場合には、別紙

様式２別表３により変更の届け出を行う。 

（５）特別事情届出書 

事業の継続を図るために、職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除く。以下こ

の（５）において同じ。）を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式２

に、以下のアからエまでの事項を記載した別紙様式２別表４の特別な事情に係る届出

書（以下、特別事情届出書という。）を添付して届け出ること。 

ア 軽費老人ホームを設置、運営する法人の収支（軽費老人ホーム事業による収支に

限る。）について、入所者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわた



って収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容 

イ 介護職員等の賃金水準の引き下げの内容 

ウ 当該法人の経営及び介護職員等の賃金水準の改善の見込み 

エ 介護職員等の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ているこ

と等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等 

 

６ 留意事項 

（１）介護職員処遇改善加算の取得停止 

知事は、介護職員処遇改善加算を取得する軽費老人ホーム事業者がア又はイに該当

する場合は、既に加算された介護職員処遇改善加算の一部又は全部を返還させること

ができる。 

ア 介護職員処遇改善加算の加算額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準

の引き下げを行いながら５（５）の特別事情届出書の届出が行われていない等、加

算要件を満たさない場合 

イ 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合 

（２）介護職員処遇改善加算の取得要件の周知・確認等 

ア 賃金改善の周知について 

介護職員処遇改善加算の届出を行った軽費老人ホーム事業者は、当該施設におけ

る賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規

則等の内容についても職員に周知すること。 

イ 労働法規の遵守について 

介護職員処遇改善加算の目的等を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。 

（３）その他 

本加算の取得にあたり、本要綱に定めのない事項については、山梨県福祉保健部健

康長寿推進課と協議の上、決定する。 

 


